
@F20120000012344

独立行政法人科学技術振興機構

6

参加者確認公募

退職給付債務等計算業務

平成24年12月26日

みずほ信託銀行(株)

公 示 日 平成24年11月27日

平成24年12月17日

改善項目 状況 具体的な取組内容

①仕様書の見直し等 ○

特定の物品・サービス等又は業者に限定するような過度の条件は付していな
い。

②業務等準備期間の十分な確保 ○

業務準備期間、納期共に充分な期間を確保している。

③公告期間の見直し ○

参加意思確認書の提出期日の前日から起算して20日間以上確保している。

④公告周知方法の改善 ○

参加者確認公募のため説明会は開催していないが、ホームページにて仕様書
等を掲載するとともに質問書による質問を受け付けているため、説明会に代わ
る事前説明の機会が確保されていると考えられる。

⑤電子入札システムの導入 ×

現在検討中（郵便による入札を認めているので、電子入札と同等の効果が得ら
れている。現状では電子入札の普及率や対応業者の数、導入及び維持コスト
の点から時期尚早と判断。）

⑥業者等からの聴き取り ×

対応可能な者が他にいないと考えられるため、業者等からの聴き取りをしてい
ない。

⑦競争参加資格の拡大 ○

参加者確認公募につき、特段の資格制限は設けていない。

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善方策等について（依頼）」

　　　　　に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

一者応札・応募事案フォローアップ票一者応札・応募事案フォローアップ票一者応札・応募事案フォローアップ票一者応札・応募事案フォローアップ票

法 人 名

案 件 番 号

入 札 及 び 契 約 方 式

本案件を審議した契約監視委員会の委員

一者応札・応募の改善取組内容

開札日・
提 案 書
締 切 日

契 約 締 結 日

契 約 の 件 名 及 び 数 量

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札改善の取組として現在対応可能な方策は全て実施している。

契約監視委員会のコメント

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等

入 札 経 緯 及 び 結 果
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参加者確認公募

平成24年度J-STORE・科学技術ｺﾓﾝｽﾞ掲載特許の経過情報調査

平成25年1月18日

(株)ﾊﾟﾄﾘｽ

公 示 日 平成24年12月27日

平成25年1月17日

改善項目 状況 具体的な取組内容

①仕様書の見直し等 ○

特定の物品・サービス等又は業者に限定するような過度の条件は付していな
い。

②業務等準備期間の十分な確保 ○

業務準備期間、納期共に充分な期間を確保している。

③公告期間の見直し ○

参加意思確認書の提出期日の前日から起算して20日間以上確保している。

④公告周知方法の改善 ○

参加者確認公募のため説明会は開催していないが、ホームページにて仕様書
等を掲載するとともに質問書による質問を受け付けているため、説明会に代わ
る事前説明の機会が確保されていると考えられる。

⑤電子入札システムの導入 ×

現在検討中（郵便による入札を認めているので、電子入札と同等の効果が得ら
れている。現状では電子入札の普及率や対応業者の数、導入及び維持コスト
の点から時期尚早と判断。）

⑥業者等からの聴き取り ×

対応可能な者が他にいないと考えられるため、業者等からの聴き取りをしてい
ない。

⑦競争参加資格の拡大 ○

参加者確認公募につき、特段の資格制限は設けていない。

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善方策等について（依頼）」

　　　　　に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

一者応札・応募事案フォローアップ票一者応札・応募事案フォローアップ票一者応札・応募事案フォローアップ票一者応札・応募事案フォローアップ票

法 人 名

案 件 番 号

入 札 及 び 契 約 方 式

本案件を審議した契約監視委員会の委員

一者応札・応募の改善取組内容

開札日・
提 案 書
締 切 日

契 約 締 結 日

契 約 の 件 名 及 び 数 量

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札改善の取組として現在対応可能な方策は全て実施している。

契約監視委員会のコメント

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等

入 札 経 緯 及 び 結 果
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参加者確認公募

特許出願支援制度申請管理データベースへのインポート機能追加･改修

平成24年12月3日

(株)ﾜｲ･ｴｽ･ｴｽ

公 示 日 平成24年11月9日

平成24年11月29日

改善項目 状況 具体的な取組内容

①仕様書の見直し等 ○

特定の物品・サービス等又は業者に限定するような過度の条件は付していな
い。

②業務等準備期間の十分な確保 ○

業務準備期間、納期共に充分な期間を確保している。

③公告期間の見直し ○

参加意思確認書の提出期日の前日から起算して20日間以上確保している。

④公告周知方法の改善 ○

参加者確認公募のため説明会は開催していないが、ホームページにて仕様書
等を掲載するとともに質問書による質問を受け付けているため、説明会に代わ
る事前説明の機会が確保されていると考えられる。

⑤電子入札システムの導入 ×

現在検討中（郵便による入札を認めているので、電子入札と同等の効果が得ら
れている。現状では電子入札の普及率や対応業者の数、導入及び維持コスト
の点から時期尚早と判断。）

⑥業者等からの聴き取り ×

対応可能な者が他にいないと考えられるため、業者等からの聴き取りをしてい
ない。

⑦競争参加資格の拡大 ○

参加者確認公募につき、特段の資格制限は設けていない。

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善方策等について（依頼）」

　　　　　に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

一者応札・応募事案フォローアップ票一者応札・応募事案フォローアップ票一者応札・応募事案フォローアップ票一者応札・応募事案フォローアップ票

法 人 名

案 件 番 号

入 札 及 び 契 約 方 式

本案件を審議した契約監視委員会の委員

一者応札・応募の改善取組内容

開札日・
提 案 書
締 切 日

契 約 締 結 日

契 約 の 件 名 及 び 数 量

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札改善の取組として現在対応可能な方策は全て実施している。

契約監視委員会のコメント

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等

入 札 経 緯 及 び 結 果
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一般競争入札

2013年発行外国逐次刊行物の購入　(1Gｸﾞﾙｰﾌﾟ)

平成24年10月25日

丸善(株)

公 示 日 平成24年8月15日

平成24年10月25日

改善項目 状況 具体的な取組内容

①仕様書の見直し等 ○

特定の物品・サービス等又は業者に限定するような過度の条件は付していな
い。

②業務等準備期間の十分な確保 ○

業務準備期間、納期共に充分な期間を確保している。

③公告期間の見直し ○

入札期日の前日から起算して50日間以上確保している。

④公告周知方法の改善 ○

入札説明会は開催していないが、ホームページにて仕様書等を掲載するととも
に質問書による質問を受け付けているため、説明会に代わる事前説明の機会
が確保されていると考えられる。

⑤電子入札システムの導入 ×

現在検討中（郵便による入札を認めているので、電子入札と同等の効果が得ら
れている。現状では電子入札の普及率や対応業者の数、導入及び維持コスト
の点から時期尚早と判断。）

⑥業者等からの聴き取り ○

入札を辞退した業者から理由等をヒアリングした。

⑦競争参加資格の拡大 ○

予定価格に対応する格付等級のほか、当該等級の１級上位及び１級下位の参
加等級を加えている。

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善方策等について（依頼）」

　　　　　に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

一者応札・応募事案フォローアップ票一者応札・応募事案フォローアップ票一者応札・応募事案フォローアップ票一者応札・応募事案フォローアップ票

法 人 名

案 件 番 号

入 札 及 び 契 約 方 式

本案件を審議した契約監視委員会の委員

一者応札・応募の改善取組内容

開札日・
提 案 書
締 切 日

契 約 締 結 日

契 約 の 件 名 及 び 数 量

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札改善の取組として現在対応可能な方策は全て実施している。

契約監視委員会のコメント

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等

入 札 経 緯 及 び 結 果
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参加者確認公募

科学技術文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成工程変更にかかる平成24年度第3期ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ業務

平成24年10月9日

ﾃﾞﾛｲﾄﾄｰﾏﾂｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ(株)

公 示 日 平成24年9月14日

平成24年10月4日

改善項目 状況 具体的な取組内容

①仕様書の見直し等 ○

特定の物品・サービス等又は業者に限定するような過度の条件は付していな
い。

②業務等準備期間の十分な確保 ○

業務準備期間、納期共に充分な期間を確保している。

③公告期間の見直し ○

参加意思確認書の提出期日の前日から起算して20日間以上確保している。

④公告周知方法の改善 ○

参加者確認公募のため説明会は開催していないが、ホームページにて仕様書
等を掲載するとともに質問書による質問を受け付けているため、説明会に代わ
る事前説明の機会が確保されていると考えられる。

⑤電子入札システムの導入 ×

現在検討中（郵便による入札を認めているので、電子入札と同等の効果が得ら
れている。現状では電子入札の普及率や対応業者の数、導入及び維持コスト
の点から時期尚早と判断。）

⑥業者等からの聴き取り ×

対応可能な者が他にいないと考えられるため、業者等からの聴き取りをしてい
ない。

⑦競争参加資格の拡大 ○

参加者確認公募につき、特段の資格制限は設けていない。

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善方策等について（依頼）」

　　　　　に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

一者応札・応募事案フォローアップ票一者応札・応募事案フォローアップ票一者応札・応募事案フォローアップ票一者応札・応募事案フォローアップ票

法 人 名

案 件 番 号

入 札 及 び 契 約 方 式

本案件を審議した契約監視委員会の委員

一者応札・応募の改善取組内容

開札日・
提 案 書
締 切 日

契 約 締 結 日

契 約 の 件 名 及 び 数 量

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札改善の取組として現在対応可能な方策は全て実施している。

契約監視委員会のコメント

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等

入 札 経 緯 及 び 結 果
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参加者確認公募

文献管理システム（履歴管理機能）の改造

平成24年10月26日

(株)日立製作所

公 示 日 平成24年9月28日

平成24年10月18日

改善項目 状況 具体的な取組内容

①仕様書の見直し等 ○

特定の物品・サービス等又は業者に限定するような過度の条件は付していな
い。

②業務等準備期間の十分な確保 ○

業務準備期間、納期共に充分な期間を確保している。

③公告期間の見直し ○

参加意思確認書の提出期日の前日から起算して20日間以上確保している。

④公告周知方法の改善 ○

参加者確認公募のため説明会は開催していないが、ホームページにて仕様書
等を掲載するとともに質問書による質問を受け付けているため、説明会に代わ
る事前説明の機会が確保されていると考えられる。

⑤電子入札システムの導入 ×

現在検討中（郵便による入札を認めているので、電子入札と同等の効果が得ら
れている。現状では電子入札の普及率や対応業者の数、導入及び維持コスト
の点から時期尚早と判断。）

⑥業者等からの聴き取り ×

対応可能な者が他にいないと考えられるため、業者等からの聴き取りをしてい
ない。

⑦競争参加資格の拡大 ○

参加者確認公募につき、特段の資格制限は設けていない。

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善方策等について（依頼）」

　　　　　に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

一者応札・応募事案フォローアップ票一者応札・応募事案フォローアップ票一者応札・応募事案フォローアップ票一者応札・応募事案フォローアップ票

法 人 名

案 件 番 号

入 札 及 び 契 約 方 式

本案件を審議した契約監視委員会の委員

一者応札・応募の改善取組内容

開札日・
提 案 書
締 切 日

契 約 締 結 日

契 約 の 件 名 及 び 数 量

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札改善の取組として現在対応可能な方策は全て実施している。

契約監視委員会のコメント

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等

入 札 経 緯 及 び 結 果



独立行政法人科学技術振興機構

36

参加者確認公募

一塩基多型（SNP）情報データベース更新（ゲノム情報関連を除く）

平成24年11月15日

(株)ｲﾝﾃｯｸ

公 示 日 平成24年10月23日

平成24年11月13日

改善項目 状況 具体的な取組内容

①仕様書の見直し等 ○

特定の物品・サービス等又は業者に限定するような過度の条件は付していな
い。

②業務等準備期間の十分な確保 ○

業務準備期間、納期共に充分な期間を確保している。

③公告期間の見直し ○

参加意思確認書の提出期日の前日から起算して20日間以上確保している。

④公告周知方法の改善 ○

参加者確認公募のため説明会は開催していないが、ホームページにて仕様書
等を掲載するとともに質問書による質問を受け付けているため、説明会に代わ
る事前説明の機会が確保されていると考えられる。

⑤電子入札システムの導入 ×

現在検討中（郵便による入札を認めているので、電子入札と同等の効果が得ら
れている。現状では電子入札の普及率や対応業者の数、導入及び維持コスト
の点から時期尚早と判断。）

⑥業者等からの聴き取り ×

対応可能な者が他にいないと考えられるため、業者等からの聴き取りをしてい
ない。

⑦競争参加資格の拡大 ○

参加者確認公募につき、特段の資格制限は設けていない。

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善方策等について（依頼）」

　　　　　に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

一者応札・応募事案フォローアップ票一者応札・応募事案フォローアップ票一者応札・応募事案フォローアップ票一者応札・応募事案フォローアップ票

法 人 名

案 件 番 号

入 札 及 び 契 約 方 式

本案件を審議した契約監視委員会の委員

一者応札・応募の改善取組内容

開札日・
提 案 書
締 切 日

契 約 締 結 日

契 約 の 件 名 及 び 数 量

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札改善の取組として現在対応可能な方策は全て実施している。

契約監視委員会のコメント

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等

入 札 経 緯 及 び 結 果
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参加者確認公募

一塩基多型（SNP）情報データベース更新（ゲノムマッピング情報機能）

平成24年11月15日

(株)三菱総合研究所

公 示 日 平成24年10月23日

平成24年11月13日

改善項目 状況 具体的な取組内容

①仕様書の見直し等 ○

特定の物品・サービス等又は業者に限定するような過度の条件は付していな
い。

②業務等準備期間の十分な確保 ○

業務準備期間、納期共に充分な期間を確保している。

③公告期間の見直し ○

参加意思確認書の提出期日の前日から起算して20日間以上確保している。

④公告周知方法の改善 ○

参加者確認公募のため説明会は開催していないが、ホームページにて仕様書
等を掲載するとともに質問書による質問を受け付けているため、説明会に代わ
る事前説明の機会が確保されていると考えられる。

⑤電子入札システムの導入 ×

現在検討中（郵便による入札を認めているので、電子入札と同等の効果が得ら
れている。現状では電子入札の普及率や対応業者の数、導入及び維持コスト
の点から時期尚早と判断。）

⑥業者等からの聴き取り ×

対応可能な者が他にいないと考えられるため、業者等からの聴き取りをしてい
ない。

⑦競争参加資格の拡大 ○

参加者確認公募につき、特段の資格制限は設けていない。

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善方策等について（依頼）」

　　　　　に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

一者応札・応募事案フォローアップ票一者応札・応募事案フォローアップ票一者応札・応募事案フォローアップ票一者応札・応募事案フォローアップ票

法 人 名

案 件 番 号

入 札 及 び 契 約 方 式

本案件を審議した契約監視委員会の委員

一者応札・応募の改善取組内容

開札日・
提 案 書
締 切 日

契 約 締 結 日

契 約 の 件 名 及 び 数 量

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札改善の取組として現在対応可能な方策は全て実施している。

契約監視委員会のコメント

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等

入 札 経 緯 及 び 結 果
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参加者確認公募

生命科学系データベースアーカイブの利用促進のための機能拡張

平成25年1月10日

(株)日立ｿﾘｭ-ｼｮﾝｽﾞ

公 示 日 平成24年12月13日

平成25年1月9日

改善項目 状況 具体的な取組内容

①仕様書の見直し等 ○

特定の物品・サービス等又は業者に限定するような過度の条件は付していな
い。

②業務等準備期間の十分な確保 ○

業務準備期間、納期共に充分な期間を確保している。

③公告期間の見直し ○

参加意思確認書の提出期日の前日から起算して20日間以上確保している。

④公告周知方法の改善 ○

参加者確認公募のため説明会は開催していないが、ホームページにて仕様書
等を掲載するとともに質問書による質問を受け付けているため、説明会に代わ
る事前説明の機会が確保されていると考えられる。

⑤電子入札システムの導入 ×

現在検討中（郵便による入札を認めているので、電子入札と同等の効果が得ら
れている。現状では電子入札の普及率や対応業者の数、導入及び維持コスト
の点から時期尚早と判断。）

⑥業者等からの聴き取り ×

対応可能な者が他にいないと考えられるため、業者等からの聴き取りをしてい
ない。

⑦競争参加資格の拡大 ○

参加者確認公募につき、特段の資格制限は設けていない。

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善方策等について（依頼）」

　　　　　に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

一者応札・応募事案フォローアップ票一者応札・応募事案フォローアップ票一者応札・応募事案フォローアップ票一者応札・応募事案フォローアップ票

法 人 名

案 件 番 号

入 札 及 び 契 約 方 式

本案件を審議した契約監視委員会の委員

一者応札・応募の改善取組内容

開札日・
提 案 書
締 切 日

契 約 締 結 日

契 約 の 件 名 及 び 数 量

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札改善の取組として現在対応可能な方策は全て実施している。

契約監視委員会のコメント

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等

入 札 経 緯 及 び 結 果
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参加者確認公募

NBDCシステム用サーバ設定及びサービス移設作業

平成25年1月25日

(株)日立製作所

公 示 日 平成24年12月28日

平成25年1月24日

改善項目 状況 具体的な取組内容

①仕様書の見直し等 ○

特定の物品・サービス等又は業者に限定するような過度の条件は付していな
い。

②業務等準備期間の十分な確保 ○

業務準備期間、納期共に充分な期間を確保している。

③公告期間の見直し ○

参加意思確認書の提出期日の前日から起算して20日間以上確保している。

④公告周知方法の改善 ○

参加者確認公募のため説明会は開催していないが、ホームページにて仕様書
等を掲載するとともに質問書による質問を受け付けているため、説明会に代わ
る事前説明の機会が確保されていると考えられる。

⑤電子入札システムの導入 ×

現在検討中（郵便による入札を認めているので、電子入札と同等の効果が得ら
れている。現状では電子入札の普及率や対応業者の数、導入及び維持コスト
の点から時期尚早と判断。）

⑥業者等からの聴き取り ×

対応可能な者が他にいないと考えられるため、業者等からの聴き取りをしてい
ない。

⑦競争参加資格の拡大 ○

参加者確認公募につき、特段の資格制限は設けていない。

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善方策等について（依頼）」

　　　　　に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

一者応札・応募事案フォローアップ票一者応札・応募事案フォローアップ票一者応札・応募事案フォローアップ票一者応札・応募事案フォローアップ票

法 人 名

案 件 番 号

入 札 及 び 契 約 方 式

本案件を審議した契約監視委員会の委員

一者応札・応募の改善取組内容

開札日・
提 案 書
締 切 日

契 約 締 結 日

契 約 の 件 名 及 び 数 量

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札改善の取組として現在対応可能な方策は全て実施している。

契約監視委員会のコメント

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等

入 札 経 緯 及 び 結 果
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参加者確認公募

平成24年度「Friends of SATREPS」システム改修

平成24年11月9日

ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ ﾗｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑｽﾞ(株)

公 示 日 平成24年9月28日

平成24年10月18日

改善項目 状況 具体的な取組内容

①仕様書の見直し等 ○

特定の物品・サービス等又は業者に限定するような過度の条件は付していな
い。

②業務等準備期間の十分な確保 ○

業務準備期間、納期共に充分な期間を確保している。

③公告期間の見直し ○

参加意思確認書の提出期日の前日から起算して20日間以上確保している。

④公告周知方法の改善 ○

参加者確認公募のため説明会は開催していないが、ホームページにて仕様書
等を掲載するとともに質問書による質問を受け付けているため、説明会に代わ
る事前説明の機会が確保されていると考えられる。

⑤電子入札システムの導入 ×

現在検討中（郵便による入札を認めているので、電子入札と同等の効果が得ら
れている。現状では電子入札の普及率や対応業者の数、導入及び維持コスト
の点から時期尚早と判断。）

⑥業者等からの聴き取り ×

対応可能な者が他にいないと考えられるため、業者等からの聴き取りをしてい
ない。

⑦競争参加資格の拡大 ○

参加者確認公募につき、特段の資格制限は設けていない。

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善方策等について（依頼）」

　　　　　に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

一者応札・応募事案フォローアップ票一者応札・応募事案フォローアップ票一者応札・応募事案フォローアップ票一者応札・応募事案フォローアップ票

法 人 名

案 件 番 号

入 札 及 び 契 約 方 式

本案件を審議した契約監視委員会の委員

一者応札・応募の改善取組内容

開札日・
提 案 書
締 切 日

契 約 締 結 日

契 約 の 件 名 及 び 数 量

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札改善の取組として現在対応可能な方策は全て実施している。

契約監視委員会のコメント

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等

入 札 経 緯 及 び 結 果
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53

参加者確認公募

ｻｲｴﾝｽﾁｬﾝﾈﾙ番組「THE MAKING」の制作(#307-#309)

平成25年2月4日

(株)日ﾃﾚ ｱｯｸｽｵﾝ

公 示 日 平成25年1月11日

平成25年1月31日

改善項目 状況 具体的な取組内容

①仕様書の見直し等 ○

特定の物品・サービス等又は業者に限定するような過度の条件は付していな
い。

②業務等準備期間の十分な確保 ○

業務準備期間、納期共に充分な期間を確保している。

③公告期間の見直し ○

参加意思確認書の提出期日の前日から起算して20日間以上確保している。

④公告周知方法の改善 ○

参加者確認公募のため説明会は開催していないが、ホームページにて仕様書
等を掲載するとともに質問書による質問を受け付けているため、説明会に代わ
る事前説明の機会が確保されていると考えられる。

⑤電子入札システムの導入 ×

現在検討中（郵便による入札を認めているので、電子入札と同等の効果が得ら
れている。現状では電子入札の普及率や対応業者の数、導入及び維持コスト
の点から時期尚早と判断。）

⑥業者等からの聴き取り ×

対応可能な者が他にいないと考えられるため、業者等からの聴き取りをしてい
ない。

⑦競争参加資格の拡大 ○

参加者確認公募につき、特段の資格制限は設けていない。

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善方策等について（依頼）」

　　　　　に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

一者応札・応募事案フォローアップ票一者応札・応募事案フォローアップ票一者応札・応募事案フォローアップ票一者応札・応募事案フォローアップ票

法 人 名

案 件 番 号

入 札 及 び 契 約 方 式

本案件を審議した契約監視委員会の委員

一者応札・応募の改善取組内容

開札日・
提 案 書
締 切 日

契 約 締 結 日

契 約 の 件 名 及 び 数 量

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

一者応札改善の取組として現在対応可能な方策は全て実施している。

契約監視委員会のコメント

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等

入 札 経 緯 及 び 結 果
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129

参加者確認公募

J-GLOBAL用論文データの購入(第三者提供に関する権利を含む)

平成25年2月20日

ｴﾙｾﾞﾋﾞｱ･ﾋﾞｰ･ﾌﾞｲ

公 示 日 平成25年1月8日

平成25年1月29日

改善項目 状況 具体的な取組内容

①仕様書の見直し等 ○

特定の物品・サービス等又は業者に限定するような過度の条件は付していな
い。

②業務等準備期間の十分な確保 ○

業務準備期間、納期共に充分な期間を確保している。

③公告期間の見直し ○

参加意思確認書の提出期日の前日から起算して20日間以上確保している。

④公告周知方法の改善 ○

参加者確認公募のため説明会は開催していないが、ホームページにて仕様書
等を掲載するとともに質問書による質問を受け付けているため、説明会に代わ
る事前説明の機会が確保されていると考えられる。

⑤電子入札システムの導入 ×

現在検討中（郵便による入札を認めているので、電子入札と同等の効果が得ら
れている。現状では電子入札の普及率や対応業者の数、導入及び維持コスト
の点から時期尚早と判断。）

⑥業者等からの聴き取り ×

対応可能な者が他にいないと考えられるため、業者等からの聴き取りをしてい
ない。

⑦競争参加資格の拡大 ○

参加者確認公募につき、特段の資格制限は設けていない。

（注）１．「一者応札・応募の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善方策等について（依頼）」

　　　　　に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。
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